
（様式第 1) 疑義照会（回答）票

照会担当者

［業務実施部署の長函元fl"酒井l
（受付番号）

｀本部受it~~ N::01炉o~o ~1~~ 音l受付蓋f~N:2:1:—: 一
※ 受付番号は、ブロック本部及び品質管理担量：：おいて戸します。_]

（案件）

（内容）
.............. """"● •••• ←← ........ ...... ' ..  今.............. .. ......... . 

高年齢求職者給付金について＊扶養認定の際の収入に含めるか否か、社会

保険労務士より照会がありました。

当所より中部ブロック本部へ相談し令ハロメ冨冨：ワークホ平…ムペ-.. ジを参考資料

として提供いただきましに (PDFファイルにて添付）

1回きりの支給ではあるものの、基本手当と同じようなものと解釈できるの

で、疑毅照会回答票 (No. 2010-92)の特例一時金と同じように取り扱って

よろしいでしょうか。

平成22年7月8日付回答再検討のため,-時回答取り下げとなっておりまし

lたのでt 合わせてご教示ねがいます々

し—.....................



（ブロック本部回答）

高年齢求職者給付金については、疑義照会No.2010-92の短期一時金と同様に

取り扱うものと考えますが、疑義照会の回答が、一時取り下げられたことから、

当案件につきましても本部へ照会をしていただきますようお願いします。

回答日

回答部署名

登

（本部回答）

高年齢求職者給付金については、擢用保険における通常の被保険者に対する

基本手当とは異なり、扶養対象者の恒常的な所得の現況を判断し得る性質のも

のではないため、被扶養者認定の対象となる収入には該当しない。（疑義照会

2010-92参照）

回答日 平成23年9月28日

回答部署名

回答作成者

連絡先

メールアドレス

主管担当部署の長の確認

（軽微なものについてはグループ長）

岡村
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